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学校における働き方改革に関する緊急対策 

 

平成２９年１２月２６日 

文 部 科 学 大 臣 決 定 

 

 

平成 29 年６月，文部科学大臣から「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運

営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」を諮問

し，同年 12 月 22 日に中央教育審議会において「新しい時代の教育に向けた持続可能な学

校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について

（中間まとめ）」（以下，「学校における働き方改革に関する総合的な方策（中間まとめ）」

という。）がまとめられた。 

「学校における働き方改革に関する総合的な方策（中間まとめ）」においては， 

○ 学校・教師が担う業務の明確化を通じた役割分担と業務の適正化 

○ 学校が作成する計画等の見直し 

○ 学校の組織運営体制の在り方 

○ 勤務時間に関する意識改革と制度的措置 

○ 「学校における働き方改革」の実現に向けた環境整備 

という観点において，取り組むべき具体的な方策が示されたところであり，これを踏まえ

て，文部科学省が中心的に実施していく内容を，本緊急対策としてとりまとめ，着実に実

施していく。 

 

 

１．業務の役割分担・適正化を着実に実行するための方策 

 

（１）業務の役割分担・適正化を進めるための取組 

○ 「学校における働き方改革に関する総合的な方策（中間まとめ）」においては，

別紙１のように代表的な業務の在り方に関して考え方が示されたところである。

この考え方を踏まえ，学校・教師が担うべき業務の範囲が学校現場や地域，保護

者等に共有されるよう，学校や教師・事務職員等の標準職務を明確化し，各教育

委員会の学校管理規則に適切に位置づけられるようモデル案を作成し，提示す

る。 

○ 地域や保護者をはじめとした社会全体の理解を得られるように，「学校における

働き方改革」の趣旨等をわかりやすくまとめた資料を学校に提供する等，社会へ

の普及・啓発を進める。 

○ 全国の教育委員会・学校に対して，業務改善の取組を進めることができるよう

に，教育委員会・学校における業務改善の優良事例を収集・周知するとともに，

教育委員会事務局職員や各学校の管理職への研修で活用しやすいような工夫等を

行う。 
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○ 民間団体等からの作文・絵画コンクール等への出展依頼や，子供の体験活動な

ど各種団体からの家庭向けの配布物について，当該団体等に対して，教育委員会

等と連携して学校の負担軽減に向けた協力の周知を実施する。 

○ 「教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査」について，引き

続き実施し，今後，業務改善等の実効性を更に担保するために，市町村別の実施

状況を公表していくことも検討する。 

○ 文部科学省内に，教職員の正規の勤務時間や人的配置，業務改善の取組等の状

況を踏まえて教職員の業務量を俯瞰（ふかん）し，一元的に管理する組織を整備

するとともに，学校に関する業務を所管する部署は，新たな業務を付加するよう

な制度改正等を行う際には，当該組織と前広に調整することを基本とする。 

○ 各学校が地域・保護者との連携を一層強化するため，文部科学省としてコミュ

ニティ・スクールや地域学校協働活動等を通じた学校教育の質の向上等を進め

る。 

 
（２）それぞれの業務を適正化するための取組 

 

【登下校に関する対応】 

○ 通学路における安全確保を効果的に行うため，地方公共団体等が中心となっ

て，学校，関係機関，地域の連携を一層強化する体制を構築する取組を進める。 

 

【学校徴収金の徴収・管理】 

○ 学校給食費については公会計化することを基本とした上で，地方公共団体がそ

の徴収・管理を行っている先行事例も踏まえ，文部科学省において公会計化導入

に向けたガイドラインを作成し，各地方公共団体に公会計化をするよう促す。ま

た，それ以外の学校徴収金についても，文部科学省と先進的な地方公共団体とが

協力し，公会計化に向けた好事例を提示する。 

 

【調査・統計等への回答等】 

○ 調査・統計について，政府の統計改革推進会議の方針を踏まえ，統計を積極的

に利用した，証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）の推進の必要性が掲げられると

同時に，ニーズの低下した統計調査の廃止，調査事項の重複排除，行政記録情報

の活用による調査事項の縮減，オンライン調査の導入早期化等，報告者負担の軽

減に向けた取組が掲げられていることから，文部科学省が教育委員会や学校等を

対象に実施している調査項目の洗い出しを行い，必要に応じて，重複の排除に向

けた整理・統合を行う。 

○ 文部科学省が実施する調査と教育委員会等が実施する調査の重複排除に資する

観点から，文部科学省が実施する調査については，部局間での共有を図るととも

に，可能な限り，前広に教育委員会等に調査実施時期及び調査項目を提示する。

あわせて，教育委員会による学校への調査・照会について，調査の対象（悉皆

（しっかい）／抽出）・頻度・時期・内容・様式等（選択式，WEB フォーム等）の

精査を促す。 
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【部活動】 

○ 運動部活動については，「学校における働き方改革に関する総合的な方策（中間

まとめ）」を踏まえ，本年度末までに，部活動の適切な運営のための体制の整備や

適切な活動時間や休養日についての明確な基準の設定，各種団体主催の大会の在

り方の見直し等を含んだガイドラインを作成し，提示する。また，文化部活動に

関しても運動部活動と同様にその在り方等について検討する必要があることか

ら，ガイドラインを作成する等必要な取組を行う。 

○ 部活動の顧問については，教師の勤務負担の軽減や生徒への適切な部活動指導

の観点から，各校長が，教師の専門性や校務分担の状況に加え，負担の度合いや

専門性の有無を踏まえて，学校の教育方針を共有した上で，学校職員として部活

動の実技指導等を行う部活動指導員や外部人材を積極的に参画させるよう促す。

部活動指導員については，スポーツ庁が作成予定の「運動部活動の在り方に関す

る総合的なガイドライン（仮称）」を遵守すること，部活動指導員の参画が教師の

働き方改革につながる取組であること等を条件として支援を行う。 

○ 少子化等により規模が縮小している学校においては，学校に設置する部活動の

数について，部活動指導にたけた教師の配置状況や部活動指導員の参画状況を考

慮して適正化するとともに，生徒がスポーツ等を行う機会が失われることのない

よう複数の学校による合同部活動や総合型地域スポーツクラブとの連携等を積極

的に進めるよう促す。 

○ 大会・コンクール等の主催者に対して，部活動指導員による引率や，複数の学

校による合同チームや地域スポーツクラブ等の大会参加が可能となるよう，関係

規定の改正等を行うよう要請する。 

○ 一部の保護者による部活動への過度の期待等の認識を変えるため，入試におけ

る部活動に対する評価の在り方の見直し等の取組も検討するよう促す。 

○ 各種団体主催の大会も相当数存在し，休日に開催されることも多い実情を踏ま

え，各種団体においてその現状の把握と見直しを要請する。 

○ 将来的には，地方公共団体や教育委員会において，学校や地域住民と意識共有

を図りつつ，地域で部活動に代わり得る質の高い活動の機会を確保できる十分な

体制を整える取組を進め，環境が整った上で，部活動を学校単位の取組から地域

単位の取組にし，学校以外が担うことも検討する。 

 

【授業準備】 

○ 授業で使用する教材等の印刷や物品等の準備のような補助的業務や理科の授業

における実験や観察等について，授業中の支援に加え，実験の準備・片付けや教

材開発の支援は，教師との連携の上で，サポートスタッフや理科の観察実験補助

員の積極的な参画を促進する。 

○ 小学校中学年での外国語活動の導入や高学年での教科化に向けて，教室用デジ

タル教材や，教師用指導書，学習指導案例，ワークシートなど授業準備に役立つ

資料を含め，新学習指導要領に対応した教材を開発し，希望する小学校に配布す

る。 
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【学習評価や成績処理】 

○ 学習評価や成績処理に関する業務のうち，宿題等の提出状況の確認，簡単な漢

字・計算ドリルの丸付けなどの補助的業務は，教師との連携の上で，法令上の守

秘義務が課される地方公務員（非常勤職員等）としての任用等により適切な業務

を遂行できるサポートスタッフ等の積極的な参画を促す。 

○ 新しい学習指導要領の下における学習評価の在り方については，現在中央教育

審議会初等中等教育分科会教育課程部会において専門的な検討を進めており，検

討を通じて，指導要録の参考様式の大幅な簡素化も含め，効果的で教師に過度な

負担をかけることのない学習評価の在り方を示す。 

 

【学校行事等の準備・運営】 

○ 理科の野外観察や社会科の見学や観察といった調査活動など，本来，教科等の

学習に相当する内容の一部が学校行事として行われている状況があることを踏ま

えて，カリキュラム・マネジメントの観点から学校行事と教科等の関連性を見直

し，従来学校行事とされてきた活動のうち，教科等の指導と位置づけることが適

切なものについては，積極的に当該教科等の授業時数に含めるよう促す。 

○ 各学校における学校行事の精選や内容の見直しの取組を推進するための具体的

な取組例について提示する。 

 

【支援が必要な児童生徒・家庭への対応】 

○ どのような業務を教師に任せ，どのような業務をスクールカウンセラー等の専

門的な人材に任せるか明確にするとともに，スクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカー，特別支援教育の支援ができる専門的な人材，日本語指導がで

きる支援員や母語が分かる支援員の方がより効果的な対応ができる業務について

は，教師と連携しながら，これらの人材が中心となって担うことができるよう，

積極的な参画を促進する。 

○ 保健室登校への対応など養護教諭の負担が増加している状況等を踏まえ，養護

教諭の業務の効率化・負担の軽減についても検討する。 

○ 家庭との対応の関係で保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等への対応が求

められる場合や，児童生徒を取り巻く問題に関して法的側面からのアドバイスが

必要な場合について，学校が組織として対応できるよう，教育委員会において支

援体制を構築するほか，法的相談を受けるスクールロイヤー等の専門家の配置を

進める。 

 

※「学校における働き方改革に関する総合的な方策（中間まとめ）」において取りまとめ

られた，教育委員会等や各学校が取り組むべき方策については，文部科学省として必

要な指導・助言等を行い，教育関係者が一丸となって「学校における働き方改革」を

実現するための後押しを行う。 
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２．学校が作成する計画等・組織運営に関する見直し 

 

○ 学校単位で作成される計画については，計画の内容や学校の実情に応じて，業務

の適正化の観点や，計画の機能性を高め，カリキュラム・マネジメントの充実を図

る観点から，統合して作成することも推進するよう促す。 

○ 各教科等の指導計画の有効な活用を図るためにも，計画の内容や学校の実情に応

じて複数の教師が協力して作成し共有化するなどの取組を推進するよう促す。 

○ 児童生徒ごとに作成される計画については，学校や児童生徒の状況等に応じて複

数の計画を１つにまとめて作成することで，業務の適正化を図り，効果的な指導に

つなげられるよう，必要な支援計画のひな型を示し，教育委員会等の検討を促す。 

○ 教育委員会において，教育委員会として学校に作成を求めている計画等を網羅的

に把握した上で，スクラップ＆ビルドの視点に立ち，その計画の必要性を含め，整

理・合理化をしていくとともに，教育委員会において計画等のひな形を提示する際

には，過度に複雑なものとせず，ＰＤＣＡサイクルの中で活用されやすいものにな

るよう促す。 

○ 各学校に対し，新たな課題に対応した計画の作成を求める場合には，まずは既存

の各種計画の見直しの範囲内で対応することを基本とするとともに，教育委員会に

も国を参考とした取組を進めてもらうよう促す。 

○ 学校に設置されている様々な委員会等について，類似の内容を扱う委員会等に

ついては，委員会等の合同設置や構成員の統一など，業務の適正化に向けた運用

を行うよう促す。 

 

 

３．勤務時間に関する意識改革と時間外勤務の抑制のための必要な措置 

 

（１）勤務時間管理の徹底・適正な勤務時間の設定 

 

○ 勤務時間の管理については, 厚生労働省において「労働時間の適正な把握のた

めに使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成 29 年１月 20 日）が示さ

れ，「使用者は，労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し，適正に記録する

こと」とされており，労働法制上，校長や服務監督権者である教育委員会等に求

められている責務であることを踏まえ，教師の勤務時間管理を徹底する。勤務時

間管理に当たっては，極力，管理職や教師に事務負担がかからないよう，服務監

督権者である教育委員会等は，自己申告方式ではなく，ＩＣＴの活用やタイムカ

ードなどにより勤務時間を客観的に把握し，集計するシステムを直ちに構築する

よう促す。 

○ 登下校時刻の設定や，部活動，学校の諸会議等については，教職員が適正な時

間に休憩時間を確保できるようにすることを含め，教職員の勤務時間を考慮した

時間設定を行うよう徹底する。 

○ 部活動や放課後から夜間などにおける見回り等，「超勤４項目」以外の業務につ

いては，校長は，時間外勤務を命ずることはできないことを踏まえ，早朝や夜間
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等，通常の勤務時間以外の時間帯にこうした業務を行う場合，服務監督権者は，

正規の勤務時間の割り振りを適正に行うなどの措置を講ずるよう徹底する。 

○ 保護者や外部からの問合せ等に備えた対応を理由に時間外勤務をすることのな

いよう，緊急時の連絡に支障がないよう教育委員会事務局等への連絡方法を確保

した上で，留守番電話の設置やメールによる連絡対応等の体制整備に向けた方策

を講ずることを促す。 

○ 部活動については，適切な活動時間や休養日の設定を行うためのガイドライン

を示す。 

○ 長期休業期間において年次有給休暇を確保できるように一定期間の学校閉庁日

の設定を行うことを促す。 

○ 適正な勤務時間の設定に係る取組について，各学校においては学校運営協議会

の場等を活用しながら，保護者や地域の理解を得られるよう，文部科学省や各教

育委員会等も，全国レベル・地域レベルのＰＴＡ連合会等の協力も得るため，必

要な要請を行う。 

 

（２）教職員全体の働き方に関する意識改革 

 

○ 学校における業務改善を図っていくためには，校長をはじめとした管理職のマ

ネジメント能力は必要不可欠であり，教職員の組織管理や時間管理，健康安全管

理等をはじめとしたマネジメント能力を養成するための研修を実施するととも

に，都道府県教育委員会等の研修でも，上記観点を盛り込むよう促す。また，管

理職登用の際にもそのような能力を教育委員会等は適正に評価するよう促す。 

○ 管理職だけでなく，学校の教職員全体に対しても勤務時間を意識した働き方を

浸透させるために，各教育委員会等において，働き方に関する必要な研修が実施

されるよう促す。 

○ 校長が学校の重点目標や経営方針に教職員の働き方に関する視点を盛り込み，

管理職がその目標・方針に沿って学校経営を行う意識を持つとともに，教職員一

人一人が業務改善の意識をもって進めるために，人事評価が積極的に活用される

よう促す。 

○ 学校運営の組織的・継続的な改善を図りつつ，各学校が保護者や地域住民等に

対し，適切に説明責任を果たし，その理解と協力を得るためにも，学校評価にお

いて重点的な評価項目の一つとして，業務改善や教職員の働き方に関する項目を

明確に位置付け，自己評価はもとより，学校関係者評価についても積極的に実施

していくとともに，学校の実情等を踏まえ，第三者評価についても積極的に検討

していくよう促す。 

○ 教育委員会等は，学校評価と連動した業務改善の点検・評価の取組を推進する

とともに，教育委員会が策定する業務改善方針・計画や，実施する業務改善の取

組について，毎年度実施する教育委員会の自己点検・評価の中で取り上げるよう

促す。 

 

 



 
 

7 
 

（３）時間外勤務の抑制のための措置 

 

政府全体の「働き方改革実行計画」において，時間外労働の限度について原則月 45 時

間，年 360 時間と示されている。それを参考にしつつ，教師が，長時間勤務により健康

を害さないためにも，勤務時間に関する数値で示した上限の目安を含むガイドラインを

検討し，提示する。 

 

※ 「学校における働き方改革に関する総合的な方策（中間まとめ）」において，更に

検討すべきとされた課題については，引き続き検討を行う。 

 

 

４．「学校における働き方改革」の実現に向けた環境整備 

 

「学校における働き方改革」を実現するためには，これまで掲げた方策の実施に必要な

環境整備が必要不可欠である。そのため，文部科学省として，平成 30 年度予算案において

必要な予算を別紙２のとおりまとめている。 

今後も，「学校における働き方改革」を進めるに当たり，業務や予算の効率化を進めつ

つ，必要な予算の確保に努めていく。 

 

 

５．進捗状況の把握等 

 

本緊急対策に掲げる取組については，「教育委員会における学校の業務改善のための取組

状況調査」をはじめとした既存の調査等を活用しつつ，文部科学省として，進捗状況を把

握し，必要な取組を進める。 
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学校における働き方改革に関する総合的な方策について（中間まとめ） 

【平成 29 年 12 月 22 日 中央教育審議会】（抄） 

 

＜基本的には学校以外（地方公共団体，教育委員会，保護者，地域ボランティア等）が担う

べき業務＞ 

①登下校に関する対応，②放課後から夜間などにおける見回り，児童生徒が補導された時

の対応，③学校徴収金の徴収・管理，④地域ボランティアとの連絡調整については，基本的

には「学校以外が担うべき業務」であり，その業務の内容に応じて，地方公共団体や教育委

員会，保護者，地域学校協働活動推進員や地域ボランティア等が担うべきものと考える。 

 

＜学校の業務だが，必ずしも教師が担う必要のない業務＞ 

⑤調査・統計等への回答等，⑥児童生徒の休み時間における対応，⑦校内清掃については

学校の業務である。⑧部活動については，学校の判断により実施しない場合もあり得るが，

実施する場合には学校の業務として行うこととなる。これらの業務は，学校の業務として行

う場合であっても，必ずしも教師が担わなければならない業務ではない。地域や学校の実情

を踏まえ，⑤調査・統計等については事務職員等，⑥児童生徒の休み時間における対応や⑦

校内清掃については地域ボランティア等，⑧部活動については部活動指導員をはじめとした

外部人材，というように教師以外の者が担うことも積極的に検討すべきである。 

 

＜教師の業務だが，負担軽減が可能な業務＞ 

⑨給食時の対応，⑩授業準備，⑪学習評価や成績処理，⑫学校行事の準備・運営，⑬進

路指導，⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応については，基本的には学校・教師の業

務である。⑩授業準備や⑪学習評価や成績処理における補助的な業務についてはサポート

スタッフ等が担い，⑫学校行事の準備・運営のうち，児童生徒の指導に直接的に関わらな

い業務については，事務職員や民間委託等の外部人材等が担うことで，当該業務の本質的

な業務について教師が集中できるようになる。また，⑨給食時の対応については学級担任

と栄養教諭等との連携による工夫等が考えられるほか，⑬進路指導については事務職員や

民間企業経験者などの外部人材等，⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応はスクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門スタッフが，当該業務の一部につい

て担う方が児童生徒に効果的な対応ができる場合もある。 



新学習指導要領の円滑な実施と学校における働き方改革のための環境整備
【平成30年度予算案】

Ⅰ. 学校指導・運営体制の効果的な強化・充実

● 持ちコマ数の減等負担軽減とそれに伴う授業準備の充実

▶ 小学校英語教育の早期化・教科化に伴う、

一定の英語力を有し、質の高い英語教育を行う専科指導教員の充実（新学習指導要領への対応）

・・・＋1,000人

▶ 中学校における生徒指導体制の強化に必要な教員の充実・・・・・・・・・・・＋50人

● 校長・副校長・教頭等の事務関係業務の軽減による学校の運営体制の強化

▶ 学校総務・財務業務の軽減のための共同学校事務体制強化（事務職員）・・・・・ ＋40人

※ 教職員定数については、複雑化・困難化する教育課題への対応分を含め、合計で1,595人
の改善。

Ⅱ. 教員以外の専門スタッフ・外部人材の活用

● スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置促進・・・ 61億円

【SC:26,700校】【SSW:7,500人】

● スクール・サポート・スタッフの配置・・・・・・・・・・・・ 12億円(新 規)【 3,000人】

※ 学習プリント等の印刷業務、授業準備の補助等、教員のサポートを担当するスタッフ

● 中学校における部活動指導員の配置・・・・・・・・・・・ 5億円(新 規)【 4,500人】

● 理科の観察・実験の支援等を行う観察実験補助員の配置促進・・・ 2億円【 3,100校】

● いじめ防止等対策のためのスクールロイヤー活用に関する調査研究・・・ 0.1億円

Ⅲ. 学校が担うべき業務の効率化及び精選

● 学校現場の業務改善を加速するための実践研究やアドバイザー派遣・・・1.3億円

● 都道府県単位での統合型校務支援システムの実証研究・・・・・・・・ 3億円

● 地域と学校の連携・協働を通じた、登下校等の見守り活動の充実・・・・・1.1億円

● 学校給食費徴収・管理業務の改善・充実・・・・・・・・・・・・・・・ 0.2億円(新 規)

別紙２


